
次のとおり一般競争入札に付します。  

 

 令和８年２月１９日  

                                 高浜市長   杉 浦 康 憲   

 

記 

１ 入札に付する事項 

（１） 公 表 番 号  ８高財入第１号 

(２) 業 務 名  広報たかはま有料広告及び高浜市ホームページバ  

ナー広告取扱業務委託 

(３) 業 務 の 概 要   

本市が推進する広告事業として、広報たかはま及び高浜市ホームペー

ジに掲載する広告枠を一括して借り上げる広告代理店を募集するも

の。 

(４) 内容及び期間  別紙仕様書のとおり 

  (５) 入札の執行方法等 

ア 高浜市契約規則（昭和５１年高浜市規則第１号。以下「契約規則」

という。）及び高浜市公共工事関係入札者に関する要綱（平成９年５

月２０日施行。以下「入札者に関する要綱」という。）に定めるとこ

ろにより行う。 

イ 代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。  

ウ 入札は、入札書を持参して行うものとし、郵送等持参によらないも

のは、受け付けない。 

エ 入札金額は、仕様書に記載の業務内容を執行するために広告枠を買

い取る際の総額を税抜きで記載すること。なお、契約金額は入札書に

記載された金額に契約締結日に適用される消費税額及び地方消費税

額を加算した金額（１円未満の端数切捨て）とする。  

オ 予定価格は事後公表とし、予定価格の制限に達した価格の入札が  

ないときは直ちに再度入札を２回を限度として行う。ただし、初度 

入札で無効とされた者及び失格となった者は再度入札に参加するこ  

とはできないものとする。  

 

２ 入札参加資格に関する事項  

入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。  

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当する者でないこと。 

(２ ) 入札参加申込書提出締切日までに、「あいち電子調達共同システム

（物品等）」において、令和６・７年度高浜市競争入札参加有資格者名

簿に搭載されていること。  



（３） 入札公告の日から過去３年以内に国又は他の地方公共団体（公社及

び公団を含む。）と広告代理に係る契約を締結し、業務の履行実績を有

する者であること。  

 (４) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年第

８７号）第１０７条の規定により、なお従前の例によることとされる

会社の整理に関する事件に係る同法施行による改正前の商法 (明治３

２年法律第４８号 )第３８１条の規定による会社の整理の開始を命じ

られている者でないこと。  

 (５) 民事再生法 (平成１１年法律第２２５号 )第２１条の規定による再生

手続の申立てをなされている者でないこと。  

 (６) 会社更生法 (平成１４年法律第１５４号 )第１７条の規定による更生

手続開始の申立てをなされている者でないこと。  

(７) 入札参加申込書の提出の日から入札日までの間に高浜市工事等請負

契約に係る入札参加停止取扱要綱（平成１８年４月１日施行）に基づ

く入札参加停止の措置又はこれに準ずる措置を受けていない者である

こと。 

（８） この公告の日から開札の日までの期間において、「高浜市が行う事務

及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年４月１日施

行）（以下「合意書」という。）に基づく排除措置を受けていないこと。  

（９）国税、県税及び市税を滞納していないこと。 

 

３ 入札参加資格の確認に関する事項  

(１) 入札参加方法 

入札に参加を希望する者は、（２）に示す書類を次のとおり提出しな

ければならない。この場合において、期限までに入札参加申込書を提

出しない者、及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加

することができない。 

ア 提出期間 

令和８年２月１９日（木）から同年３月６日（金）の午前９時

から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）  

   イ 提出場所 

高浜市青木町四丁目１番地２  

高浜市役所本庁舎２階 総務部財務グループ窓口  

   ウ 提出方法 

持参または郵送（３月６日（金）必着）による 

（電子メール又はＦＡＸ等、上記以外の方法は受付しない。） 

エ その他 

提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。なお、提



出された書類の返却は行わない。  

 

(２) 提出資料は、次のとおりとする。  

ア 一般競争入札参加申込書（様式１）  

イ 入札公告の日から過去３年以内に国又は他の地方公共団体（公社

及び公団を含む。）と広告代理に係る契約を締結し、業務の履行実績

を有することを証する書類（契約書の写し、発注者からの履行証明

書等） 

４ 契約条項等を示す場所  

(１) 入札説明書及び仕様書等（以下、入札関係図書）の配布  

ア  入札関係図書は、高浜市公式ホームページの入札情報よりダウン

ロードもしくは、イに示す窓口にて配布する。ダウンロードできな

い場合などは、次の場所へ問い合わせること。  

イ 配布及び問い合わせ場所 

〒４４４－１３９８ 高浜市青木町四丁目１番地２ 

高浜市役所総務部財務グループ（２階  ２６番窓口） 

電話  ０５６６－９５－９５０９ 

ＦＡＸ ０５６６－５２－１１１０  

ウ 配布期間 

令和８年２月１９日（木）から同年３月６日（金）の午前９時

から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）  

 

(２) 設計図書等に対する質問及び回答  

本公告及び入札関係図書に対する質問がある場合には、質問書（様

式は任意とする。質問はメール本文または添付ファイルに記載する

こと。添付ファイルはワード・エクセルいずれも可）を財務グルー

プへ電子メールにて提出することとし、件名は「入札に関する質問

＿８高財入第１号＿広報たかはま有料広告及び高浜市ホームページ

バナー広告取扱業務委託」とする。 

ア 質問書の提出期限 令和８年２月２６日（木）午後５時まで 

イ 質問書の提出先 zaimu@city.takahama.lg.jp  

ウ 回 答 公 開 日 令和８年３月２日（月） 

エ 回答公開方法 高浜市公式ホームページに掲載する。 

               

５ 入札書の開札日時及び場所 

(１） 開札日時 

    令和８年３月１３日（金）午後３時３０分 

(２) 場 所 

         高浜市役所本庁舎２階会議室 



６ その他 

(１) 入札保証金 免除 

(２) 入札の無効 

契約規則第１２条及び入札者に関する要綱第１４条に該当する入

札のほか、入札参加者の資格を有しない者がした入札、または、虚

偽の申請を行った者の入札は無効とする。 

(３) 落札者の決定 

    最低制限予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った

ものを落札者とする。 

(４) 契約保証金 必要（高浜市契約規則第３２条に該当する場合は不要）  

(５) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約を

締結しないものとする。  

(６) 落札者は、この契約による事項を処理するための個人に関する情報

の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び高浜市個人情

報の取扱いに係る特記事項を遵守しなければならない。 

(７) 暴力団排除に関する事項として次のとおり扱う。  

  ア 開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「合意

書」に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しな

い。 

イ 暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意書」

に基づく排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請

求することがある。 

   ウ 契約の履行に当たり、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ

被害届を提出しなければならない。これを怠った場合は、指名停止

措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手

方としない措置を講じることがある。  

（８） 落札者の決定後、高浜市公式ホームページで落札者名、落札金額及

び入札参加者数を公表する。 

（９） 契約書の作成を要する。契約の締結及び履行に関する費用は、全て

落札者の負担とする。 

（10）その他 

        入札に参加する者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を熟読し、

入札者に関する要綱を遵守すること。 

（11）詳細は、入札説明書による。  


